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平成２１年度液化石油ガス懇談会について （まとめ） 

 
 

(財)エルピーガス振興センターは平成１５年度以降、経済産業省より石油製品需給適正化調査（石

油ガス流通合理化調査）を受託し、その事業の一環として「液化石油ガス懇談会」を実施している。 

液化石油ガス懇談会は、「ＬＰガスの流通及び取引の適正化に関する諸問題について、消費者、 

販売業者、学識経験者、行政関係者からなる懇談会を開催し、関係者に対しＬＰガス産業の現状 

と課題、地域の保安をめぐる状況、価格動向、広報活動報告、事業者の取り組み事例等についての情

報提供を行うと共に、関係者間でＬＰガスを巡る意見交換を行い、もってＬＰガス産業の健全な発展に

資する」ことを目的に開催しており、消費者、事業者、行政が一堂に会し、消費者の声を中心に、同じ

課題、問題点で話し合い、今後の対応を討議する場としている。 

平成２1 年度に開催した内容について、以下のとおりまとめた。 

  

 

１．２1 年度の質問、意見の特徴 

（１）今年度の特徴的な質問、意見   

 世界的な資源･ｴﾈﾙｷﾞｰの獲得競争を巡る紛争、報道が日常化し安定供給への関心の高まりが伺

え、災害への備えとしてどのような役割も担うものなのか疑問が出るなど、民間備蓄･国家備蓄の役

割について質問、情報提供の要請が出された。 

 料金問題は、2008 年の世界的な原油価格高騰、価格の乱高下により LP ガス小売価格が影響を 

受けたことから、グローバルな社会経済の動向によって変動する原油価格との連動性、変動の要因、

今後の価格見通しについて関心は高く、事業者自らコスト軽減を進め、小売料金の低減化を図るこ

とも強く求められた。更に、小売料金の地域間格差が大きいとした疑問･指摘が多く出され、格差是

正への要請ともなった。  

 2009 年 12 月施行された特定商取引法は、原則全商品に適用となり LP ガスも規制対象になった

ことに起因し、特に関東圏を中心に訪問勧誘に関係するトラブルにも関心が集まった。高齢化社会

が現実的となり、安全安心なガス機器の使い方･安全装置の機能についての周知･啓発、親切に説

明が行なわれているかどうかの質問が増えた。関連して 2009 年 4 月より導入された長期使用製品

安全点検･表示制度が取り上げられ、古い LP ガス機器を使用する高齢者への対応･対策に併せ地

域見守りへの取り組みへの期待など具体的な質問･意見が出された。 

契約問題は、オール電化、一部地域の訪問販売活動の活発化から販売店の変更に係わる契約

問題について、室内配管などの消費設備の費用精算に関連した消費者と事業者との間のトラブル

が未だに続いていることに懸念の声が聞かれた。 



 消費者自身がＬＰガスへの無関心を認め、販売店の自助努力に加えて、消費者が日常において積極

的に情報提供を求め、料金表や契約を再確認することにより、販売店の意識改革に繋げたいとする

意向表明があった。 

 環境対応については、人類の課題との認識が定着した地球温暖化対策の観点から、LP ガス産業

の環境貢献度について、電気エネルギーとの比較における低炭素社会実現に対する評価、高効率

機器、燃料電池などの最新機器の環境性能・製品価格動向･普及見通し・CＯ2 排出量の削減効果

などの他、国の政策において推進される再生可能エネルギーの中から太陽光発電の利用普及につ

いて、ＬＰガス事業者の取組み方にも質問が及んだ。ﾎｰﾑｴﾈﾙｷﾞｰ分野における将来的な LP ガス利

用の展望、役割･機能について説明が求められ、環境貢献への期待感が伺える一方、エネルギーの

組み合わせ利用、エネルギーの適材適所の安心指向も窺えた。主婦には環境活動に取組みたいと

する意向があり、経済情勢を反映した省エネ･省マネーへの関心も強くなっている。 

昨今、全国各地で発生している地震、台風による災害や豪雨による水害に見舞われる経験から

防災への備え、発生時の対策への関心は高く、分散型ｴﾈﾙｷﾞｰとしての利便性を評価した活用への

期待の声が強くなった。 

広報活動については、電気業界と比較した広報不足の指摘の意見もあったが、地道に懇談会、

講習会の開催を増やし、できる限り多くの消費者とｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを図って欲しいとする要請、広報誌が

一戸一戸の消費者の手元にしっかり届くよう、もっと配慮工夫をして欲しいとした現実を踏まえての

改善の意見が目立った。全国食育推進会議の開催などガスに関係の深いイベントに業界を挙げて

参加しＰＲしてはどうかとの提案などもあった。 

 

（２）継続して多い質問、意見 

 地域による価格差が大きいことから料金格差の是正要請は強く、格差を生む要因、販売店ごとに

小売価格を比較するために必要となる情報提供が求められた。転勤などによる都市ガス地域からＬ

Ｐガス利用地区に移り住んだ際、月々のＬＰガス料金の支払い金額が高くなることに疑問を持ち質問

された。 

 小売価格の計算根拠が判るように料金の仕組みなど伝票を見て理解できるようにして欲しい。 

価格改定時の通知の履行要請、料金表提示の未実施への対応改善、14 条書面の重要性の周 

知と契約時における記載項目に関する判り易い、親切な説明を望む意見は継続して出されている。 

 ガス機器に関する安全安心な使い方、安全装置の説明、最新機器に関する情報提供の充実を 

望む意見も多く出されていた。 

 消費者代表参加型の懇談会のほか、地域での事業者による消費者懇談会、講習会、セミナーなど

を頻度多く開催し、接点機会を増やして欲しいとの要請は強く、また一般消費者に届くようなＰＲが不

足しているとの声は多く、すべての開催場所で改善努力が求められた。 

 



（３）今年度新規に出された意見、質問 

既に、一部地域で実施されている高齢者の地域見守り隊を参考に過疎･高齢化社会を迎えた 

時代ニーズがあり、地域･顧客に密着した消費者接点機会のある LP ガス事業の特性に期待 

される高齢者を見守る社会貢献的な活動の推進を求める意見が多く聞かれた。 

消費者は、安全安心に取引できるお店選びに強い関心を持っているが、選考判断の物差し 

がなく、また必要な情報も得難いため、どういった販売店が優良なお店か容易に見極められる 

基準（ガイドライン的）がつくれないかとする相談、意見があった。 

   

    

２．消費者委員からの主な質問、意見、および、各方面からの回答   

（１）ＬＰガス価格関係 

 ・料金の仕組みが良く判らない。統一料金だと思っていた。都市ガスに比較して料金が高い。料金の

地域格差が大きい点について説明して欲しい。 

  ＊事業者から、ＬＰガスガイドを参考に基本料金･従量料金の二部料金制、設備代金を別立て費用

にした三部料金制、最低責任使用料金制の料金形態について、また、小売価格の構成費用の項

目について説明･回答した。石油情報ｾﾝﾀｰ、経済産業局のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞで公表されるＬＰガス･都市

ガス料金情報について、データの見方･表記の仕組み、ｴﾈﾙｷﾞｰ間の熱量ﾍﾞｰｽの比較の必要性な

ど、価格比較に重要となる要素について説明･回答がされた。 

   ガス事業法に基づく都市ガス事業の公共性（認可料金制）ついて説明し、LP ガス事業者は自由料

金制の下、地域商圏が基盤の中小零細事業が殆どであり、保安規制に従って労働集約型の物

流・保安を担うなど経費のかかる事業形態である点を説明･回答した。 

  ＊価格に関しての説明が十分でないかもしれないとの回答があった。  

 ・料金の変動が続くが、安定できないか。 

  ＊事業者から、ＬＰガス価格の決定要素、原油価格との連動性、投機筋の資金移動の影響など説

明･回答がされた。 

・ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱＣＰ価格と卸価格との連動が、小売価格に連動していないのは何故か。 

  ＊事業者から、ＬＰガス価格の決定要素、原油価格との連動性など説明･回答がされた。 

・何故、販売店ごとのガス料金は違うのか、販売店ごとの価格は判らないのか。 

＊事業者から、一軒あたりの消費量、配送経費、販売店ごとの顧客軒数、保安管理経費など様々

な経費要因や地域事情により価格差が発生することを理解していただきたい旨説明･回答がさ

れた。 

・小売価格の値下げにより一層努力する必要がある。 

  ＊事業者から、経費要因・地域事情など不可避な条件の中で物流協同化など可能な限りの経営構

造の改善に努める旨返答があった。 



 

（２）保安関係 

・平成 18 年以降事故発生件数が増えているが、対策は講じられているのか。 

＊事業者から、B 級（死者 1 名以上４名以下、重傷者２名以上９名以下、負傷者６名以上２９

名以下、多大な物的被害（直接被害総額約１億円以上２億円未満）を生じたもの等）以上

の重大事故件数に大きな変動はないが、事故報告の徹底が図られた面があり、消費者の器具

誤操作等不注意、販売店等の不適切な処理（工事ﾐｽ･作業ﾐｽ･腐食劣化等）原因によるが増え

ている。事業者向け保安講習会などの充実･実施、自主点検･調査の実施などを推進し事故撲

滅に努める旨の回答があった。 

   平成 20 年 10 月から製造・輸入されているガスコンロは、全てのバーナーに安全装置が装備さ

れるなど、Si ｾﾝｻｰｺﾝﾛを例に高齢者にも安心して使える機能について具体的に説明がされた。 

  ・ＣＯ中毒事故が増えているが、高齢者の湯沸かし器の使用時に「必ず換気」を周知徹底されてい

るか。 

  ＊事業者から、顧客管理を徹底し直接訪問しての説明、一般消費者向けの講習会の開催、判り

易い注意喚起のﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ作成･配布、事業者向けの保安講習会での周知･徹底を図るなど、特

に高齢者を優先した安全安心を最優先に取組む旨回答があった。 

  ・長期使用製品安全点検･表示制度が導入されたが、古いｶﾞｽ機器の買い替えは進んでいるのか。 

   ＊事業者から、ＬＰｶﾞｽ事業者はお客様に制度の内容を周知する義務を課せられる関連事業者 

    となり、ガス機器の特定保守製品は「屋内式瞬間湯沸器」「屋内式ｶﾞｽﾊﾞｰﾅｰ付き風呂釜」となっ

ている。２００９年４月以前に製造･輸入された古い機器については、既販品も保守サポート体

制を整備し適切な点検･整備等の保守をすることになっており推進に努めたいとの説明･回答が

あった。 

 

（３）広報 

・広報ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄは、実際に消費者の手に届いているのか。それを元にちゃんと説明しているのか。 

 （非常に見易く、判り易い広報冊子が多く出ているが、十分に活用されていない実状の改善を求め 

る意見。） 

＊事業者から、できる限り販売店を通じて配布･説明する方法を採っているが、ｾﾐﾅｰ、ｲﾍﾞﾝﾄ、講

習会、懇談会などの開催を通じ、地域に密着した形での配布･説明を実施し、公共の場への設

置、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの積極的な活用も進めたい旨回答があった。 

・環境にやさしく、分散型で可搬性に優れた特性を持ちながら、その優位性のＰＲが不足してはいな 

いか。 

（電力業界の大掛かりなＰＲに対し、ＬＰガス業界も積極的にＬＰガスの特長などのＰＲをすべきと  

の意見） 



＊事業者から、ガスの展示会を卸系列の販売店、支部単位で開催しており、都市ガスとの共催に

も取組んで行きたい。限られた予算の中で広報するため、地域ガス展やテレビ局主催のイベン

トへ参加し、ＬＰガスの利便性・安全性･快適性をＰＲしている。地域の建設事業者･ﾊｳｽﾒｰｶｰ･ﾘ

ﾌｫｰﾑ業者との連携強化も必要と考えている旨の説明があった。 

・電気は安全・便利とのイメージを前面に出し、オール電化のＰＲが盛んに行なわれている。ＬＰガス

の特長や環境にやさしい高効率な給湯器、安全で使いやすい新しい機器のＳｉｾﾝｻｰｺﾝﾛなどを、

もっとＰＲする必要がある。 

＊事業者から、ガス事業者が一体となりｳｨｽﾞｶﾞｽ全国親子ｸｯｷﾝｸﾞ･ｺﾝﾃｽﾄを共催し、ｶﾞｽの良さを 

ＰＲしテレビでも取り上げられた。テレビ･ラジオ等の広報媒体やポスター･チラシ等を活用して 

ＰＲに努め始めたとした回答があった。 

 

（４）ＬＰガスの契約関係 

・消費設備の費用清算の問題が、オール電化への変更、事業者の変更の際に消費者と事業者との

間のトラブルが懸念される。 

 （現取引販売店との契約終了、解約に伴う、消費配管設備などの費用清算についての疑問。） 

＊事業者から、ＬＰガス販売店と交わした契約書･交付書面に明確に記載があるか否かが重要で

あり、十分に内容を確認する必要がある旨回答があった。 

 ・「特定商取引法」が実施になりますが、これに伴う消費者の利点は何か。 

   ＊事業者から、消費者保護を指向する法律として訪問販売に関する保護規定であること、ガスコ

ンロなどガス機器は従来規制対象でしたが、今回の改正でＬＰガスもその対象となり新規のお

客様への訪問は訪問勧誘、再勧誘などで規制され、一定期間解約できる８日間のクーリングオ

フ制度、重要事項説明を受けなかったり、受けた説明が事実と異なる場合には６ｹ月間は契約

を取り消すことができるなど規定された内容が説明された。 

・安値を提示し契約し、すぐに価格を上げる悪質な勧誘業者やブローカーがいるが、対策が必要で

はないか。 

＊事業者から、契約後の値上げを隠して現取引販売店よりも有利な条件で勧誘することなどの悪

質な勧誘行為については問題があり、規制の必要性が回答された。不信に思われた際は消費

生活相談窓口、エルピーガスお客様相談窓口に相談するよう説明があった。 

 

（５）災害対応関係  

・ＬＰガス講習会で災害時のＬＰガスの調達･供給については、各地区エルピーガス協会と都道府県、

市町村と協定締結が必要とあったがどういうことか。 

 ＊事業者から、殆どの都道府県協会が自治体と災害対策協定を締結、若しくは、協議を順次進め

ている。災害時には災害要綱、対策マニュアルに従って指定避難所･仮設住宅などへの湯沸し、



炊き出しなどでガスが使える状態への用意を最優先で行なうことを定めている旨の説明がされ

た。 

   早期復旧を支援するため、都市ガスエリア内の公共施設に国の補助制度を受け設置を進めてい

る災害バルクシステムが紹介された。 

 ・地震・台風・豪雨の災害が続く中、家庭の LP ガス使用上の注意点・留意点について質問が出され

た。 

  ＊事業者から、災害時に強い分散型ｴﾈﾙｷﾞｰ安全点検の即時性による早期復旧、ﾏｲｺﾝｶﾞｽﾒｰﾀｰ 

   Si ｾﾝｻｰｺﾝﾛの安全装置などの説明の中で、感震機能などにも触れた説明がなされた。 

    

（６）環境対応関連 

・地球温暖化対策が人類の大きな課題となった中、太陽光発電など自然ｴﾈﾙｷﾞｰが注目され、ﾎｰﾑ 

ｴﾈﾙｷﾞｰ分野におけるｸﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰの使用割合に大きな増加が予想されている。電気一辺倒に 

対して LP ｶﾞｽが選択されるためには、相当な説得力が必要になるが、今後の太陽光発電の普及 

対策はどのような内容か。 

  ＊事業者から、現在も電気のない生活ｽﾀｲﾙは有り得ない、LP ｶﾞｽ業界としては、電気との共生し  

   たﾎｰﾑｴﾈﾙｷﾞｰのﾍﾞｽﾄﾐｯｸを指向する考えが示された。太陽光発電と LP ｶﾞｽ仕様燃料電池を組 

み合わせたＷ（ﾀﾞﾌﾞﾙ）発電方式、台所は従来通りｶﾞｽｺﾝﾛ、照明･家電品に使用するｴﾈﾙｷﾞｰの 

住み分けにより、特定のｴﾈﾙｷﾞｰへ偏るﾘｽｸへの備えにも応えたい旨の説明･回答があった。 

 ・家庭用燃料電池ｴﾈﾌｧｰﾑが、環境にやさしい機器との説明を聞いた。一番重要なのは量産化により

コスト･ダウン等をして頂いて、消費者の手の届く価格で使えることだと思いますがいかがですか。 

  ＊事業者から、本年度から本格販売をはじめ、凡そ３２０万円（工事費別）ほどの高額商品となって

おり、国から補助金上限１４０万円が助成され、４千台の販売見込みであるとの説明がされた。 

   新報道として、鳩山政権の CO2 排出量△２５%削減の目標実現に向け、メーカーも１２０万円を切    

   る製品化を目指しているなど紹介された。 

 ・LP ｶﾞｽが環境適合やエコにどう係わって行くのか教えて下さい。 

＊事業者から、1998 年省エネ法改正によるﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰ方式による省エネ性能に係る目標基準を設 

け、LP ｶﾞｽ機器も含まれた対象商品を定め順次見直しながら性能向上が図られている。 

   ｴｺｼﾞｮｰｽﾞ、Si ｾﾝﾀｰｺﾝﾛ、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ給湯器(ｴｺｳｨﾙ)などの従来機器と比較したｴﾈﾙｷﾞｰ効率を示し 

電気温水器･ｴｺｷｭｰﾄなどとの比較も併せ説明･回答された。  

 

（７）その他 

・高齢者の安全を支える「見守り隊」を知り、日常の触れ合いの大切さを痛感した。消費者･販売店間

の些細なﾄﾗﾌﾞﾙもなくなると思う。 

 ＊事業者から富山県協会の「見守り隊」の活動が参考になる。過疎、高齢者の多い鹿児島県にお 



いては、地域密着型事業の強みを社会に役立てるべく取り組みたいとの考えが述べられた。 

・一方で関東方面に多いようですが、LP ガス事業者の詐欺まがいの行為による被害が消費生活セ

ンターに寄せられているが、九州管内でそのような被害の実例があれば教えて欲しい。 

  ＊事業者から、九州管内、鹿児島県にもないと認識している旨回答された。 

・ｶﾞｽｺﾝﾛが「都市ｶﾞｽ」仕様と「LP ｶﾞｽ」仕様で異なり、転勤の度に買い換えを行い家計に負担になっ

ているが、対策はないか。 

＊事業者から、LP ｶﾞｽが都市ｶﾞｽに比べ熱量が高い特性からｺﾝﾛ･ﾉｽﾞﾙ大きさの違いを説明し、共

用ができない事情が説明された。消費者に費用負担が発生を伴うが部品交換での使用ができ

る旨が回答された。 

  ・ｶﾞｽ料金の支払いが金融機関で処理され、家庭の主婦の社会進出に伴い、販売店の方との触れ

合う機会がどんどん減っているが、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを図れるのか。 

   ＊事業者から、支部単位での懇談会、振興ｾﾝﾀｰのｾﾐﾅｰ共催、ｲﾍﾞﾝﾄ開催により、積極的に消費 

者との接点機会を増やし、高齢者への安全の周知にも努める考えを述べ、相互関係がなけれ 

ば LP ｶﾞｽ産業は成り立たないとの認識が回答された。 

  ・不景気の折、生活苦の消費者が増え、ｶﾞｽ料金の未払い者も増加している。ｶﾞｽ供給中止や開栓･ 

閉栓時の費用徴収、費用格差も見られるが、生活者のﾗｲﾌﾗｲﾝとして重要なｴﾈﾙｷﾞｰなので突然 

の供給中止はとても困まる。販売店によって供給中止ルールが不明瞭で、かつ事前通知が消費 

者に伝わっていないのではないか、対策の考えはないのか。 

＊事業者から、販売店の多くが零細事業者であり、開栓･閉栓に際しては有資格者（設備士）が工

事に携わるなど人件費や出張費を徴収せざるを得ない旨回答された。閉栓に当たっては、事前

連絡の徹底を図り、消費者とのスレ違いをできるだけ回避し、それ以前に些細な行き違いを原因

とした未払いの発生が起こらないようｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを図って行きたい旨の説明があった。 

・オール電化攻勢が強まり、ｴｺｷｭｰﾄ、ＩＨヒーターの普及が増え、ＬＰガス使用者が減っているが、ＬＰ

ガスの使用で不都合･不自由にならないのか。 

（電力業界の圧倒的なＰＲなどの影響により、オール電化一辺倒で普及が進むことの懸念） 

   ＊事業者から、世界的な低炭素社会の実現に向けた行動は、LP ｶﾞｽ産業に追い風だと考えてい 

る。追い風になるよう、できる限りの施策を実行し、消費者の皆様との接点機会を重視した電力

に対抗できる広報の取り組みを実施したい旨の回答があった。 

  ・リーマンショック後の景気低迷が続く中、地方の雇用実情は一向に改善が見られず、LP ガス産業  

   に対して地域に対する貢献を期待したい。（要請） 

 （詳細意見は付表参照） 

 

 

 



３．地区別の特記事項 

（１）北海道地区 

  ・料金・価格に関し、要望しても料金表を渡さない事業者がおり、そういった事業者は問題点が多い 

   旨の苦情があった。 また、昨年からの卸売価格の値下がりに比べて小売価格の値下がり幅が少

ないとの指摘や、価格改定をタイムリーに行う事業者とそうでない事業者があるが、どの様な事情

なのかとの質問があった。 

   更に従来からの問題点として、北海道内での地域価格差の大きさが挙げられ、流通コストの削減

により格差縮小に努めるよう要望された。 

   ＊事業者からは、料金表を配布しないのは遺憾であり、事業者名が分かれば個別に指導する。  

小売価格の値下がり幅やその動きが緩慢との指摘については、原料費調整制度の仕組みを

導入するべく、協会で相談して進めたいとの回答があった。 

    また、地域価格差を縮小するための活動として、充てん所の統廃合や共同配送を進めている 

が、配送量がある程度の規模がないと共同配送も進みにくい事情がある旨説明された。 

  ・北海道の地域性から、環境配慮意識が高く、高齢化の加速、雪対策への問題意識が強い事に対

し、事業者より、最新のガス機器の説明、安全･保安面の周知徹底に努める活動が述べられた。 

  ・期近での事件に、道央地区でおこった「ガス料金詐欺事件」について、事業者から、警察からの防

犯情報含め新聞報道内容の紹介、業界の取り組みなどが説明された。 

    
 

（２）東北地区 

・期近での原油価格の高騰の影響による小売価格の影響や卸売価格と小売価格との連動性の乖

離、料金の地域間格差問題について質問･疑問が多く出された。 

  ＊事業者から、東北地区の輸入基地のﾛｹｰｼｮﾝに沿った物流ﾈｯﾄﾜｰｸに視点を置いた陸上経費 

   など経費要因について説明がなされた。 

   LP ガスガイドにある、「LP ガスの料金と価格」項目から「小売価格の構成（家庭業務用価格）」 

   をもとに、流通段階における経費項目から料金格差、乖離問題への回答がされた。 

・環境適合の観点から太陽光発電、家庭用燃料電池、LPG 自動車の普及に向けた制度について   

  質問が出された。  



  ＊事業者から、個別に太陽光発電を取り上げた環境性の評価ではなく、世帯構成、生活者のﾗｲ

ﾌｽﾀｲﾙ、地域性などの要素を踏まえたﾄﾀｰﾙｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑの観点から個々の世帯事情に合致   

した組み合わせ的な選択の重要性が説明され、電気とガスの環境性について発電所の発電か 

ら送電･配電までを通じた LCA の観点から分散型のオンサイトエネルギーのＬＰガスとの比較

が紹介された。 

・事業者より、社会貢献活動として防犯活動への取り組み「地域見守隊（ガスレンジャー）」の活動

や環境･防災を重視した「環境にやさしい近未エネルギーフェア」の事例からＬＰガスのエネルギ

ー特性などが紹介された。 

  
（３）関東地区 

・悪質なブローカーや切替業者による訪問勧誘に対処するべく、販売事業者は顧客に対して接点

を保つ努力をしているのかとの問いかけや、改正特定商取引法施行後の対策などについての質

問があった。 

  ＊事業者からは、配送・点検時には顧客への声かけを行い、消費者との接点を保っていることや 

悪質な勧誘のトラブル事例を把握した場合は公正取引委員会や経済産業省へ申告していると 

の回答があった。 

 ・また行政からは、改正特定商取引法の施行により、しつこい勧誘は防げると考えているが、やは 

  り消費者から苦情の訴えを実際に聞いて具体的な事実を把握しないと処分はできない事情があ

る旨回答があった。 

             

 

 



（４）中部地区 

   

   

・伊勢湾台風５０周年、今年は台風１８号による大水害に見舞われた経験から、災害時の復旧活

動に威力のあるライフラインに欠くことのできないLPガスの緊急時の対応、安定供給について質

問が出された。 

   ＊事業者から、自治体との防災協定の締結に基づく対策マニュアルが整備され、その定められた

内容から仮設住宅での LP ｶﾞｽ利用などについて具体的に説明された。 

行政より、国家備蓄、民間備蓄の義務付け及び中東紛争などにより供給途絶の際に備蓄放出 

     が行なわれるが、新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ大流行の発生時の BCP(企業などの事業継続計画)に沿った

対策などの事例を上げ、災害のﾊﾟﾀｰﾝによって対応の異なる点についても説明された。 

  ・ＬＰｶﾞｽの販売店は消費者が自由に切り替えることができるが、良い販売店選びにどんな注意点

があるか。 

    ＊事業者から、安価･何時でも直ぐ対応してもらえるｻｰﾋﾞｽ、法律を遵守した保安義務の充実し 

     ﾗｲﾌｽﾀｲﾙに則した提案のできるお店について説明がされた。集中監視ｾﾝﾀｰのｼｽﾃﾑ･業務に 

ついて紹介された。 

 ・エコへの関心が高まる中、エコ対応型のガス機器の宣伝･ＰＲ、普及への取り組みはどのような

状況か。 

＊事業者から、愛知県に続き岐阜県も一般消費者向けの懇談会をスタートし、G ライン石川の

取り組み強化など、地域密着な草の根活動でＬＰガスへの理解深耕を図りファンづくりする旨

の説明がなされた。   

 

 

 

 

 

 



（５）近畿地区 

   

   ・ＬＰガス価格に関して、料金は自由設定だが値段の格差が大きい、都市ガスに比べて割高との 

   指摘があり、これに付随して、事業者は自由に選べるのかとの質問があった。 

   また、販売店によって値上げ、値下げの価格改定がまちまちで、変動の仕組みが分からないとの 

指摘があった。 

＊事業者からは、指摘されたほど大きな価格差はないと思う。 どの販売店を選ぶかは消費者の

自由であるが、近隣の事業者を選ぶのが便利であろうとの返答があった。 

・学識経験者からは、法律的にはＬＰガスは料金設定が自由であるから、どの事業者から購入しても

よいとの考え方である旨説明があった。 

   ＊事業者から、価格の改定に関し、輸入価格の変動に伴い小売価格も変動するが、短期間で変 

    える事業者とある程度の期間据え置く事業者とがあるので、その違いであろうとの回答があっ 

た。 

 

（６）中国地区 

   

 

・小売料金について、ＬＰガスは、都市ガスに比べ割高、LP ガス地域間格差が大きい、卸価格と連動 

する筈が、そのままのレベルで推移しています、何故なのか教えて頂きたい。 

＊事業者より、都市ガスとの１m3 当たりの熱量の違い、電気１ｷﾛﾜｯﾄ/時当たりと LP ガス 1m3 当た

りとの違いなどが示され、料金単価の比較の仕方が説明された。 



 卸売、小売の価格構成内容を示し、構成要素の違いや構成割合が異なることにより価格変動が 

即時直接的に連動しない関係性が説明された。 

 ・一般家庭で最低責任使用料金制を利用できる条件を知りたい。 

  ＊事業者より、小売料金格差の発生要因の一つとなる１戸当たりの消費量の多い関東との消費量 

の違いが例示した上で、給湯器などで一定以上、ガス消費量の多い消費者に適応されるとの説 

明がなされた。 

 ・学識経験者より、家庭内のｴﾈﾙｷﾞｰ消費の 3 分の 1 は給湯で使われています。ｴｺｷｭｰﾄの効率性は

評価が高いものの、これが全てに万能ではありません。使われ方、家族構成、地域性などによってﾎ

ｰﾑｴﾈﾙｷﾞｰとして一長一短があります。ＬＰガスの高効率機器でお湯をつくる変換能力など、エネル

ギーの特性、有効性を上手に全面に出して紹介する必要があるとの指摘があった。 

・また、役割･機能により、適材適所のエネルギー利用で住み分けを主導して頂いて、家庭内のインフ 

ラにロスが発生しないように、快適生活、環境適応、使い勝手をバランス良く担う利用構成が必要と 

の指摘があった。 

 ・取り扱いや使用ミスによる消費者事故が増えている、特に高齢者には一軒一軒に注意喚起して欲 

しい、事故防止のパンフレットが消費者に確実に届くよう工夫して欲しい。（要請） 

 



（７）四国地区        

                                    

 ・販売店に電話し料金形態が判りました。料金明細がないのはこの業種だけの特徴か。 

  ＊事業者から、料金体系の仕組み（二部料金制・三部料金制）に合致したｼｽﾃﾑ導入が進んでいな

い事情が説明され、順次ﾊﾝﾃﾞｨｰﾀｰﾐﾅﾙの領収書印字に二部料金制表示がされるよう進めて行く

旨が回答された。 

  ＊事業者から、「南海地震に備えよう」（冊子）「ＬＰｶﾞｽの災害対策について」(説明 PPT 資料)など 

   を使った災害対策、防災活動について事例説明がなされた。 

  ＊数年間にわたり、供給機器について旧型設備から耐震性のある設備への改善に取組んでいる。 

 ・ガス屋さんを選ぶのは難しい。小売価格、保安点検、アフターサービスなど様々な観点があるが、 

信頼できる業者を選ぶ基準は知られていない。どうやって情報を得ればよいか。 

＊事業者から、個別事業者の価格は個別での問い合わせが勧められ、保安･サービスの内容、地

域における活動などの情報を総合して選択の基準にして欲しいと回答された。 

 

（８）九州地区 

     

  ・高齢者の住宅でオール電化に変えてしまいましたが、使い慣れたガス機器の使用に戻したいとの 

意向がありますが、ガス配管が撤去されてしまうのは適切な処理か。  

   ＊電化した後、電化の欠点に気づきガス利用に戻って来られるお客様が見られる。供給設備は事

業者が撤去し、当初、ガス取引店と交わした契約書面に消費設備の明確な取り決めがされて

いる場合、通常は消費者が設備の残存価格で買い取り後、撤去されている。電化に変わる以

前に、消費者が理解･納得して判断が下せるよう、販売店はｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝに努めなければならな



いとの説明がなされた。（消費者から、もっと使用している LP ガスに関心を持ちたいとする反省

のコメントがあった。） 

  ・ＬＰガス事業者の太陽光発電普及に向けた取り組み、燃料電池と組み合わせたＣＯ2 排出量削減 

    はどう変わって行くのか見通しを教えて欲しい。 

    ＊事業者から、電気と共生するエネルギーのベストミックスを指向した対応が述べられ、LP ガス

仕様の燃料電池と組み合わせた W 発電方式、家庭内での照明･家電での電気使用、キッチンで

の LP ガス使用の住み分けの考え方が紹介された。 

  ・更に消費者から、代表として出席しているが、消費者には非常に判りづらい内容のため、戻って皆

に説明できる判り易い説明が欲しいとの要請となった。 

   ＊別途、事務局側で準備した、エコジョーズ、エコウィルの製品特性、燃料電池を含めた普及見通

しとそれによるＣＯ2 排出削減量、将来の削減対策に必要な内容を説明した資料が消費者委員

に配布された。 

  ・高齢者社会を迎え、古いガス機器の使用に対する点検、買い替えへの要請があり、消安法の改 

正に伴い、長期使用製品安全点検･表示制度が導入されたものの、認知度が低く消費者の協力 

姿勢も弱いとの調査結果をもとに、LP ガス事業者への積極的な周知･啓発が求められた。 

 

（９）沖縄地区 

   
・昨今の原油価格の高騰の影響による小売価格の乱高下、離島を抱え地域内の価格格差が注目さ 

れ、価格動向への関心が高く質問･疑問が出された。 

 ＊事業者から、原油価格とＬＰガスの産ガス国公表価格との連動性、今後の見通し、１戸当たりの

消費量が非常に少ない消費事情を抱える中での流通事情に原因する経費負担についての説明

がなされた。 

・沖縄の地域性を反映して高齢化対応、環境対策についての質問･説明を求める意見が出された。 

  ＊事業者から、ＬＰガスのクリーン性、最新機器の環境性能･安全性能などが説明された。 

＊事業者から、社会貢献活動として、県警が行なう防犯ﾊﾟﾄﾛｰﾙ「ちゅらさん運動」への協力活動、

こども１１０番活動、赤十字血液センタードクターヘリへの支援金など活動が紹介された。 

                                                            以上 


